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通訳案内士試験ガイド ライン 

 

Ⅰ． 試験全体について 

 

（ １ ） 目的 

・ 試験の目的は、「 通訳案内士と し て必要な知識及び能力を有するかどう かを判定する

こ と 」（ 通訳案内士法第５ 条） であり 、 出題方針も 、 通訳案内の実務に沿っ た内容、

レベルの問題を出題するこ と と する。  

 

（ ２ ） 試験方法 

 ・ 受験資格は、 不問と する。  

 ・ 試験科目は、筆記（ 第１ 次） 試験については外国語、日本地理、日本歴史並びに産業、

経済、政治及び文化に関する一般常識（ 以下単に「 一般常識」 と いう 。） と し 、口述（ 第

２ 次） 試験については通訳案内の実務と する。   

 ・ 外国語についての筆記試験（ 以下「 外国語筆記試験」 と いう 。） は、 通訳案内士の業務

を適切に行う ために必要な読解力、 日本文化等についての説明力、 語彙
い

力等の総合的

な外国語の能力を問う も のと する。  

 ・ 日本地理、 日本歴史及び一般常識についての筆記試験（ 以下「 日本地理等筆記試験」

と いう 。） は、 日本の地理、 歴史並びに産業、 経済、 政治及び文化についての主要な事

柄（ 日本と 世界と の関わり を含む。） のう ち、外国人観光旅客の関心の強いものについ

ての知識を問う も のと する。  

 ・ 口述試験は、 総合的な外国語の能力並びに日本地理、 日本歴史及び一般常識に係る正

確な知識を活用し て行われる、 通訳案内の現場で必要と さ れるコ ミ ュニケーショ ンを

図るための実践的な能力について判定するものと する。  
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 ・ 口述試験は、 日本の地理、 歴史並びに産業、 経済、 政治及び文化についての主要な事

柄のう ち外国人観光旅客の関心の強いも のを題材と し て、 受験者に通訳案内の業務を

擬似的に行わせるこ と により 実施するも のと する。  

 

（ ３ ） 試験委員 

・ 通訳案内士試験委員（ 以下単に「 試験委員」 と いう 。） は、 原則と し て、 外国語筆記

試験については外国語ごと に２ 人以上、 日本地理等筆記試験については科目ごと に２

人以上、 口述試験については外国語ごと に２ 人以上選任さ れるも のと する。  

・ 試験委員は、 筆記試験においては、 試験問題の作成、 答案の採点及び合否の判定に関

する事務を行い、 口述試験においては、 試験問題の作成及び合否の判定に関する事務

を行う 。  

 ・ 試験問題の作成に当たっ ては、 問題案を作成する試験委員と 内容をチェ ッ ク する試験

委員を分けるなど、 十分なチェ ッ ク 体制を確立し 、 一部の受験者だけに有利になる問

題や、 内容に偏り がある問題等の出題を回避する。  

 

（ ４ ） 合否判定 

・ 筆記試験の合否判定については、 科目ごと に合格基準点を設定し 、 すべての科目につ

いて合格基準点に達し ているか否かを判定するこ と により 行う 。 受験者には筆記試験

の合否のほか、 科目ごと に合格基準点に達し たか否かを通知する。  

・ 筆記試験の各科目については、 本ガイド ラインに従い、 科目ごと に目標と する平均点

を設定し て問題作成を行い、 あら かじ め合格基準点を設定し ておき、 当該合格基準点

に達し ているか否かを判定するこ と により 行う 。  

・ 実際の平均点が、 目標と する平均点から 著し く 乖離し た科目については、 当該科目の

試験委員と 試験実施事務局から構成さ れる検討会を開催する。 その結果、 必要がある

と 判断さ れた場合には、 合格基準の事後的な調整を行う 。 こ の調整は、 平均点の乖離

度及び得点分布を考慮し て行う 。  

 ・ 口述試験の合否判定については、 本ガイド ラインに従い、 あらかじ め評価項目ごと に

具体的な評価基準を設定し た上で、 合格基準点（ 原則と し て６ 割） に達し ているか否

かを判定するこ と により 行う 。  

 

（ ５ ） 試験免除 
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・ 一の外国語による通訳案内士試験の筆記試験に合格し た者が、 当該外国語による次回

の通訳案内士試験を受験する場合は、 筆記試験を免除する。  

・ 一の外国語による通訳案内士試験に合格し た者が、 他の外国語による通訳案内士試験

を受験する場合は、 日本地理等筆記試験を免除する。  

・ 通訳案内士試験の筆記試験の一部の科目について合格基準に達し た者が、 次回の通訳

案内士試験を受験する場合は、当該科目（ 外国語については同じ 種類の外国語に限る。）

についての筆記試験を免除する。  

・ 一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格し た者が、 当該外国語による通訳案

内士試験を受験する場合は、 外国語筆記試験を免除する。  

・ 一の外国語による地域限定通訳案内士試験の外国語筆記試験について合格基準に達し

た者が、 当該試験終了後最初に実施さ れる当該外国語による通訳案内士試験を受験す

る場合は、 外国語筆記試験を免除する。  

・ 旅行業務取扱管理者試験に合格し た者が通訳案内士試験を受験する場合は、 日本地理

についての筆記試験を免除する。  

 ・ 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の一級に合格し た者が、

英語による通訳案内士試験を受験する場合は、 外国語筆記試験（ 英語） を免除する。  

・ Ｅ ｄ ｕ ｃ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ ａ ｌ  Ｔ ｅ ｓ ｔ ｉ ｎ ｇ  Ｓ ｅ ｒ ｖ ｉ ｃ ｅ が制作するＴ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ テ 

スト の公開テスト について８ ４ ０ 点以上、 Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ スピーキングテスト の公開テス 

ト について１ ５ ０ 点以上又はＴ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ ライティ ングテスト の公開テスト について１  

６ ０ 点以上を得た者が、 英語による通訳案内士試験を受験する場合は、 外国語筆記試 

験（ 英語） を免除する。  

 ・ 公益財団法人フ ランス語教育振興協会が実施する実用フランス語技能検定試験の一級

に合格し た者が、 フ ランス語による通訳案内士試験を受験する場合は、 外国語筆記試

験（ フ ランス語） を免除する。  

・ 公益財団法人ド イツ語学文学振興会が実施するド イツ語技能検定試験の一級に合格し

た者が、 ド イツ語による通訳案内士試験を受験する場合は、 外国語筆記試験（ ド イツ

語） を免除する。  

・ 一般財団法人日本中国語検定協会が実施する中国語検定試験の一級に合格し た者が、

中国語による通訳案内士試験を受験する場合は、 外国語筆記試験（ 中国語） を免除す

る。  

・ 特定非営利活動法人ハングル能力検定協会が実施する「 ハングル」 能力検定試験の一
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級に合格し た受験者が、 韓国語による通訳案内士試験を受験する場合は、 外国語筆記

試験（ 韓国語） を免除する。  

・ 公益財団法人日本余暇文化振興会が実施する地理能力検定の日本地理一級又は日本地

理二級に合格し た者が通訳案内士試験を受験する場合は、 日本地理についての筆記試

験を免除する。  

 ・ 歴史能力検定協会が実施する歴史能力検定の日本史一級又は日本史二級に合格し た者

が通訳案内士試験を受験する場合は、 日本歴史についての筆記試験を免除する。  

 ・ 大学入試センタ ー試験の日本史Ｂ について６ ０ 点以上を得た者が通訳案内士試験を受

験する場合は、 日本歴史についての筆記試験を免除する。  

 ・ 大学入試センタ ー試験の現代社会について８ ０ 点以上を得た者が通訳案内士試験を受

験する場合は、 一般常識についての筆記試験を免除する。  

 

 

Ⅱ． 外国語筆記試験について 

 

（ １ ） 試験方法 

・ 試験は、 通訳案内士の業務を適切に行う ために必要な読解力、 日本文化等についての

説明力、 語彙
い

力等の総合的な外国語の能力を問う も のと する。  

 ・ 出題する外国語は、 英語、 フ ランス語、スペイン語、ド イツ語、中国語、 イタ リ ア語、

ポルト ガル語、 ロシア語、 韓国語及びタ イ語（ 平成 18 年度試験より 追加） と する。  

 ・ 試験の方法は、 記述式と する 

 ・ 試験時間は、 120 分と する。  

・ 毎年の出題レベルをできる限り 同じ にするため、 満点を 100 点と し 、 平均点が 60 点

程度と なるよう な出題に努める。  

・ 出題は概ね、 外国語文の読解問題２ 題（ 配点 35 点程度）、 外国語文和訳問題１ 題（ 15

点程度）、 和文外国語訳問題１ 題（ 15 点程度）、 外国語による説明（ あるテーマ、 用語

等について外国語で説明する） 問題１ 題（ 20 点程度）、 単語外国語訳問題１ 題（ 15 点

程度） を基準と する。  

・ 言語によっ ては、 多肢選択式（ マーク シート 方式） による出題を組み合わせるこ と と

する。 こ の場合によっても 、 外国語文和訳問題１ 題、 和文外国語訳問題１ 題、 外国語

による説明問題１ 題は記述式により 出題するも のと する。  
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（ ２ ） 合否判定 

 ・ 合否判定は、 平均点が 60 点程度と なるこ と を前提に、 概ね 70 点を合格基準点と し て

行う 。  

 

 

Ⅲ． 日本地理筆記試験について 

 

（ １ ） 試験方法 

・ 試験は、 日本の地理についての主要な事柄（ 日本と 世界と の関わり を含む。） のう ち

外国人観光旅客の関心の強いものについての知識を問う も のと する。  

 ・ 試験の方法は、 多肢選択式（ マーク シート 方式） と する。  

 ・ 試験時間は、 40 分と する。  

・ 毎年の出題レベルをできる限り 同じ にするため、 満点を 100 点と し 、 平均点が 60 点

程度と なるよう な出題に努める。  

・ 問題の数は、 40 問程度と する。  

・ 内容は、 中学校及び高校の地理の教科書並びに地図帳をベースと し 、 地図や写真を使

っ た問題を３ 割程度出題する。  

 

 

（ ２ ） 合否判定 

 ・ 合否判定は、 平均点が 60 点程度と なるこ と を前提に、 概ね 60 点を合格基準点と し て

行う 。  

 

 

I V． 日本歴史筆記試験について 

 

（ １ ） 試験方法 

・ 試験は、 日本の歴史についての主要な事柄（ 日本と 世界と の関わり を含む。） のう ち

外国人観光旅客の関心の強いものについての知識を問う も のと する。  

 ・ 試験の方式は、 多肢選択式（ マーク シート 方式） と する。  
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 ・ 試験時間は、 40 分と する。  

 ・ 毎年の出題レベルをできる限り 同じ にするため、満点を 100 点と し 、平均点が 60 点程

度と なるよう な出題に努める。  

・ 問題の数は、 40 問程度と する。  

・ 内容は、高校の日本史Ｂ の教科書をベースと し 、地図や写真を使った問題も 出題する。  

 

（ ２ ） 合否判定 

 ・ 合否判定は、 平均点が 60 点程度と なるこ と を前提に、 概ね 60 点を合格基準点と し て

行う 。  

 

V． 一般常識筆記試験について 

 

（ １ ） 試験方法 

 ・ 試験は、 現代の日本の産業、 経済、 政治及び文化についての主要な事柄（ 日本と 世界

と の関わり を含む。） のう ち、外国人観光旅客の関心の強いものについての知識を問う

も のと する。  

 ・ 試験の方式は、 多肢選択式（ マーク シート 方式） と する。  

 ・ 試験時間は 40 分と する。  

 ・ 毎年の出題レベルをできる限り 同じ にするため、満点を 100 点と し 、平均点が 60 点程

度と なるよう な出題に努める。  

・ 問題の数は、 40 問程度と する。  

・ 内容は、 高校の現代社会の教科書をベースにし つつ、 新聞（ 一般紙） に掲載さ れてい

るよう な最近の時事問題や最新の『 観光白書』 に掲載さ れているよう な観光をめぐる

主な動向を加味する。  

 

（ ２ ） 合否判定 

 ・ 合否判定は、 平均点が 60 点程度と なるこ と を前提に、 概ね 60 点を合格基準点と し て

行う 。  

 

 

VI ． 口述試験について 
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（ １ ） 試験方法 

 ・ 試験は、 総合的な外国語の能力並びに日本地理、 日本歴史及び一般常識に係る正確な

知識を活用し て行われる、 通訳案内の現場で必要と さ れるコ ミ ュニケーショ ンを図る

ための実践的な能力について判定するも のと する。  

 ・ 試験を受けるこ と ができる外国語は、 受験者が筆記試験において選択し たも のと 同一

のも のと する。  

 ・ 試験は、 日本の地理、 歴史並びに産業、 経済、 政治及び文化についての主要な事柄の

う ち外国人観光旅客の関心の強いも のを題材と し て、 受験者に通訳案内の業務を擬似

的に行わせるこ と により 実施するも のと する。  

・ 試験時間は、 ８ 分程度と する。  

・ 終了者から の問題の漏洩を避けるため、 当該時間帯の間、 終了者を未受験者と 別の部

屋に待機さ せ、 通信機器を預かる等の措置を取ると と も に、 時間帯によっ て大きな差

が出ないよう に質問内容のレベルを合わせるなど、 受験者間で不公平が生じ ないよう

な方法と する。  

 

（ ２ ） 合否判定 

・ 合否判定に当たっ ては、 試験官ごと に基準が大きく 異なるこ と がないよう 、 あら かじ

め以下の評価項目ごと に、具体的な評価基準を設定し ておく も のと する。合否判定は、

原則と し て６ 割を合格基準点と し 、 当該合格基準点に達し ているか否かを判定するこ

と により 行う 。  

  

 評価項目 

・ プレゼンテーショ ン 

・ コ ミ ュニケーショ ン（ 臨機応変な対応力、 会話継続への意欲等）  

・ 文法及び語彙 

・ 発音及び発声 




